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国民健康保険料は
納期限内に
納めましょう

納め忘れは
ありませんか？　

今月は
滞納整理特別強化月間

です
納付が困難な方は 
区役所の保険年金課に

ご相談を

後期高齢者医療制度からのお知らせ

⚔月⚓⚐日晶は
固定資産税・都市
計画税（第1期分）
の納期限です

市税の納付には
安心・便利な
口座振替を
ご利用ください

納税に関するご相談は
区役所納税課へ
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22年度
均等割額

軽減
割合

世帯主と世帯内の
被保険者全員の所得

4,400円9割
33万円かつ被保険者全員が年金収入
80万円以下で他の所得なし

6,628円8.5割33万円

22,096円5割33万円+（24万5千円×世帯主以外の被
保険者数）

35,353円2割33万円+（35万円×世帯の被保険者数）

２　以下の場合は保険料を軽減します
■均等割が軽減
　下表の通り。

１　保険料率が変わります
　平成22・23年度の保険料率は以下の通りです。22年度
の保険料額は、6月下旬に通知書でお知らせします。
保険料額＝均等割額（⚔⚔,⚑⚙⚒円）＋
　　　　　所得割額{(前年の所得額－33万円）×⚑⚐.⚒⚘％}

■所得割が軽減
　被保険者個人の所得が下記に該当すれば5割軽減。
　（前年の所得額ー⚓⚓万円）＝⚕⚘万円以下　
■均等割・所得割が軽減
　制度加入時に被用者保険の被扶養者であった場合、
所得割がかからず、均等割は9割軽減。

yi 区役所（1㌻）の保険年金課


